
半田市市税等収納向上対策本部設置要綱

（目的）

第１条 半田市市税、半田市国民健康保険税、半田市介護保険料及び半田市後期高齢

者医療保険料（以下「市税等」という。）の収納率の向上に取り組み、市税等の負担

の公平性及び財源の確保を図るため、半田市市税等収納向上対策本部（以下「対策

本部」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 対策本部は、次の事務を所掌する。

（１） 市税等の収納業務の改善に関すること。

（２） 市税等の滞納原因の調査研究及びその対策に関すること。

（３）その他市税等の収納対策を進める上で必要なこと。 

（組織）

第３条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、次の各号に掲げ

る職にある者をこれに充てる。

（１）本部長  副市長

（２）副本部長 総務部長、福祉部長

（３）本部員  税務課、国保年金課、高齢介護課及び収納課の課長相当職

（職務）

第４条  本部長は、会務を総理し、本部を代表する。

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その

職務を代行する。   

（会議）

第５条  対策本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、その会議の議長となる。

２ 対策本部の会議には、半田市市税等徴収アドバイザーを出席させることができる。

（収納業務検討部会の設置）

第６条  対策本部の補助機関として、収納業務検討部会（以下「検討部会」という。）

を設置する。

２ 検討部会は、第２条に定める事項のほか、次に掲げる事項について協議及び検討

するものとする。



（１）市税等の効果的な収納対策案の策定に関すること。

（２）市税等の収納対策に係る各課の連携及び調整に関すること。

（３）市税等の収納対策に係る職員の資質の向上に関すること。

３ 検討部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

４ 部会長は、収納課長をもって充て、部会員は、税務課、国保年金課、高齢介護課

の職員のうちから、部会長が選任する。

（検討部会の会議）

第７条  検討部会の会議は、部会長が招集し、その会議の議長となる。

（事務局）

第８条  対策本部の事務局は、総務部収納課に置く。

（その他）

第９条  この要綱に定めるもののほか、対策本部及び検討部会の組織・運営に関す

る必要事項は、本部長が定める。

附 則

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成２１年４月１３日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。


